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出 席 委 員 

 
 
 

※雨宮 孝子   元 明治学院大学大学院法務職研究科教授 
 
 
海東 英和  元 （財）日本青年館理事 

 
 

出口 正之   元 国立民族学博物館教授 
 
 
 
※委員長代理 

  



（別添２） 

 

 

＜参加登録対象＞ 

 

１．日本新聞協会会員社に所属する記者 

２．日本専門新聞協会会員社に所属する記者 

３．日本地方新聞協会会員社に所属する記者 

４．日本民間放送連盟会員社に所属する記者 

５．日本雑誌協会会員社に所属する記者 

６．日本インターネット報道協会会員または同会員社に所属する記者 

７．日本外国特派員協会（FCCJ）会員及び外国記者登録証保持者 

８．発行する媒体の目的、内容、実績等に照らし、１．から７．のいず

れかに準ずると認めうる者 

９．上記メディアが発行する媒体に定期的に記事等を提供する者（いわ

ゆるフリーランス） 

 

 

 

※参加登録手続 

 本懇談会に参加を希望される記者の方は、氏名、所属、連絡先等を別添３に記載し、

ＦＡＸにより参加登録手続きを行ってください。特に記者クラブに所属しない記者に

おかれましては、所属社員証等の写し等を合わせて送付させていただくこととなりま

すのでご注意ください。 
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内閣府公益認定等委員会事務局広報係 宛 

 （ＦＡＸ：５４０３－０２３１） 

 

 

公益認定等委員会委員による記者懇談会参加登録票 

 

 

１．氏名（フリガナ） 

 

                               

 

２．会社名 

 

                               

 

３．連絡先（緊急時に連絡を取れる番号を記載下さい） 

 

 

 （ＴＥＬ）                         

 

 

 （ＦＡＸ）                         

 

 

＜記者クラブに所属していない方＞ 

４．別に添付いただくもの 

 ○所属する企業・団体等がある記者 

  ⇒所属社員証等の写し 

 ○所属する企業・団体等がない記者 

  ⇒参加登録対象（別添２）の１～８に対応する媒体に定期的に記

事等を提供していることを証明できる、複数の掲載記事（原則

最近６か月間に掲載された２つ以上の署名入り記事）等の写し 


